
令和 ２年 ４月 １日   

 

姫路市産後ケア事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１７条の２第１項

に規定する産後ケア事業の実施について必要な事項を定め、母親の身体回復と心理

的な安定を促進するとともに母親自身がセルフケア能力を育み、母子の愛着形成を

促し、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援することを目的とする。 

 （事業の実施方法） 

第２条 本市は、この事業を医療法（昭和２３年法律第２０５号）に定める病院、診

療所及び助産所であって、次の各号に掲げる要件を満たすもの（以下「事業者」と

いう。）に委託して行うものとする。 

⑴ 産後ケア事業に関する知識及び技術において高い専門性を有していること。 

⑵ 助産師、保健師及び看護師（以下「助産師等」という。）のいずれかを常に１

名以上配置し、主に母親への身体的ケア、適切な授乳を実施するためのケア、心

理的ケア及び育児の手技についての具体的な指導、相談等を行う体制を確保して

いること。この場合において、出産後概ね４か月に満たない次条に規定する対象

者が第４条第１項各号に規定するサービスを利用する場合は、助産師を中心とし

た体制とすること。 

⑶ 第４条第１項第１号に規定するサービスを実施する場合は、１名以上の助産師

等を２４時間体制で配置すること。 

⑷ 第４条第２項に規定するサービスを提供することができること。 

⑸ 本市との適切な連絡体制を確保することができること。 

２ 市長は、この事業の目的を達成するため、関係行政機関、関係団体及び関係施設

等と緊密な連携を図り、この事業の円滑な推進に努めるものとする。 

３ 市長は、市内に居住する次条に規定する対象者及び事業者の状況を常に把握し、

事業の円滑な運営に努めるものとする。 

 （対象者） 



第３条 この事業を利用することができる者（以下「対象者」という。）は、市内に

住所を有し、産後１年以内の母親及び生後１年以内の乳児（１歳の誕生日の前日ま

で）（以下「対象児」という。）又は妊娠及び出産を経ない養親若しくは里親であ

って、市長が支援の必要があると認めるものとする。 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、市長が特に支援が必要と認める者を対象者と

することができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としな

い。 

⑴ 母子のいずれかが感染性疾患にり患している者 

⑵ 母親に入院加療の必要がある者 

⑶ 心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある母親。ただし、医師により

この事業において対応が可能であると判断される者については、この限りでない

。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、この事業の利用が適当でないと認められる者 

（事業内容） 

第４条 この事業は、対象者に対し、次に掲げるサービス（以下「サービス」という

。）を実施するものとする。 

⑴ 宿泊型（対象者を宿泊させ、休養の機会を提供し、心身のケア及び育児に関す

る指導等を行うとともに、母親の食事の提供及び入浴機会の提供等を実施するサ

ービスをいう。以下同じ。）  

⑵ 通所型（対象者を日帰りで事業所に通所させ、心身のケア及び育児に関する指

導等を行うとともに、必要に応じて母親の食事の提供を実施するサービスをいう

。以下同じ。）  

⑶ 訪問型（助産師等が対象者の家庭を訪問し、心身のケア及び育児に関する指導

等を行うサービスをいう。以下同じ。）  

２ 前項の心身のケア、育児に関する指導等とは、次に掲げる内容とする。 

⑴ 褥婦及び産婦の母体管理及び生活面の指導 

⑵ 乳房管理（乳房マッサージを含む。）  



⑶ 沐浴、授乳等の育児指導 

⑷ 新生児及び乳児の世話、発育・発達等のチェック 

⑸ 褥婦及び産婦の心理面のケア 

⑹ その他必要な保健指導及び情報提供 

（サービスの利用日数等） 

第５条 対象者は、次の各号に掲げるサービスの種類に応じ、当該各号に定める日数

又は時間数のサービスを使用することができる。 

⑴ 宿泊型 通算７日以内（多胎児が利用する場合にあっては、通算１０日）以内

（０時から２４時までの利用を１日とする。）  

⑵ 通所型及び訪問型 通所型及び訪問型を併せて、通算２１時間（多胎児が利用

する場合にあっては、通算３０時間以内）以内 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に産後ケアによる支援が必要と認める場合は

、１４日（多胎児が利用する場合にあっては、２０日）又は４２時間（多胎児が利

用する場合にあっては、６０時間）を超えない範囲で必要と認める日数又は時間数

の利用を認めることができる。 

３ 対象者は、事業者がその必要性があると認める場合で、かつ、対象者が希望する

場合に限り、宿泊型と通所型又は宿泊型と訪問型を同一日に利用することができる

ものとする。 

 （利用の申請） 

第６条 サービスを利用しようとする対象者（以下「申請者」という。）は、姫路市

産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書（様式第１号又は様式第１号の２）を市

長に提出するものとする。この場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に

定める書類を添えて提出するものとする。 

⑴ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による被保護世帯（以下「生

活保護世帯」という。）  生活保護世帯であることを証する書類 

⑵ サービスを利用しようとする日の属する年度（当該日が４月又は５月の場合は

、前年度）の市町村民税が非課税である世帯 市町村民税に係る非課税証明 

 （事前調査等） 



第７条 市長は、産後ケアによる支援の必要性が高い対象者（以下「要支援者」とい

う。）から前条の規定による申請（以下「利用申請」という。）があったときは、

当該対象者の世帯等に関する情報について当該対象者及び当該対象者が出産した医

療機関その他の関係機関（以下「関係機関」という。）から聴取の上、リスクアセ

スメントシートを活用してアセスメントを実施するとともに、当該アセスメント結

果を事業者と共有し、事業者と連携して支援を実施するものとする。 

 （利用の承認及び通知） 

第８条 市長は、利用申請があった場合には速やかに申請内容を審査の上、利用の承

認又は不承認を決定し、利用承認の決定をしたときは姫路市産後ケア事業利用券

（様式第２号又は第２号の２。以下「利用券」という。）の送付により、利用不承

認の決定をしたときは姫路市産後ケア事業利用不承認通知書（様式第３号）により

、申請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により利用承認の決定を受けた申請者（以下「利用者」という。） が

サービスを利用しようとする場合は、利用券受理後、自ら事業者に予約を行わなけ

ればならない。 

３ 利用者から前項の規定による予約を受けた事業者は、市に予約を受けた旨の報告

を行い、必要に応じて情報提供を依頼するものとする。 

４ 前項の規定にる情報提供依頼を受けた市長は、姫路市産後ケア事業情報提供書

（様式第４号）に姫路市産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書（様式１号又は

様式第１号の２）の写しを添えて、速やかに事業者に提供するものとする。 

 （利用承認内容の変更） 

第９条 利用者は、利用の期間中に第５条第２項の規定による利用日数又は時間数の

変更の申請をしようとする場合は、姫路市産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意

書を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、利用日数又

は時間数の変更の承認の決定をしたときは、姫路市産後ケア事業利用券の送付によ

り、不承認の決定をしたときは、姫路市産後ケア事業利用不承認通知書により、利

用者に通知するものとする。 



３ 市長は、前項の規定により利用者に対して利用日数又は時間数の変更の承認をし

たときは、必要に応じて事業者に対してその旨を姫路市産後ケア事業情報提供書に

より通知するものとする。 

４ 利用者は、氏名及び住所等の変更があったときは、速やかに市長に申し出るもの

とする。 

（利用者負担等） 

第１０条 利用者は、別表第１に掲げる費用（以下「負担金」という。）を負担する

とともに、当該負担金を事業者に対して直接支払うものとする。 

２ 事業者は、負担金のほか、サービスの利用に際し発生する必要経費について別途

実費徴収することができる。ただし、利用に際し発生する人件費、室料（特別室を

除く。）、食費、光熱水費、寝具及び消毒に要する費用並びに訪問型の交通費は、次

条に規定する委託料に含むものとし、利用者から徴収することができない。 

（委託料） 

第１１条 この事業に係る委託料の額は、別表第２に定める額とする。 

 （実施報告及び委託料の請求） 

第１２条 事業者は、利用者の利用状況について、姫路市産後ケア事業利用報告書

（様式第５号又は様式第５号の２）を、事業を実施した月の翌月１０日までに市長

に提出するものとする。ただし、要支援者がサービスを利用した場合については、

当該利用ごとに要支援加算該当者の利用状況報告書（様式第６号）を市長に提出す

るものとする。 

２ 事業者は、前条に規定する委託料について、姫路市産後ケア事業費請求書（様式

第７号及び第７号の２）により、事業を実施した月の翌月１０日までに市長に請求

するものとする。 

（委託料の支払） 

第１３条 市長は、前条第２項の規定による適法な請求を受けたときは、請求を受け

た日から３０日以内に支払うものとする。 

 （研修の実施） 

第１４条 事業者は、事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施し、又は受講さ



せ、資質向上に努めるものとする。 

（帳票類の整備等） 

第１５条 事業者は、事業の適正な実施を確保するため、利用者に対するサービスの

提供に関する記録、その他市長が必要と認める帳票類を整備し、その完結の日から

５年間保存しなければならない。 

２ 事業者は、前項の規定による保存に当たっては、帳票類を所定の保管場所に収納

し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。 

３ 事業者は、保存年限の経過した帳票類を廃棄する場合は、裁断又は溶解処理を確

実に実施するものとする。 

（報告等） 

第１６条 市長は、事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、そ

の必要な限度で、事業者に対し、帳票類等の提出を求め、又は調査を実施すること

ができる。 

（事業内容の改善） 

第１７条 市長は、この事業の適正な実施を図り、良質なサービスを提供するために

必要があると認めるときは、事業者に対し、サービスの改善について必要な措置を

講ずるものとする。 

（個人情報の保護） 

第１８条 事業者は、この事業を実施するに当たっては、利用者のサービスの提供に

関する記録の漏洩を防止するとともに、個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５７号）に基づき、必要な個人情報保護対策を講じなければならない。 

（安全管理体制） 

第１９条 事業者は、本市が作成した安全管理マニュアルを踏まえ、日頃から緊急時

における対応についての準備及び対策を実施するものとする。 

２ 事業者は、事業の実施による利用者の事故等に対応するため、損害賠償責任保険

に加入しなければならない。 

（事故及び損害の責任） 

第２０条 事業者は、事業の実施により生じた事故及び損害については、本市に故意



又は重過失のない限り、事業者がその負担と責任において処理に当たるものとする

。 

２ 事業者は、前項に規定する事故が発生したときは、直ちに本市に連絡するととも

に、姫路市産後ケア事業事案等発生時報告様式（様式第８号）により市長へ報告し

なければならない。 

３ 市長は、前項の規定において報告があった事故のうち、死亡事故、治療に要する

期間が３０日以上の負傷又は疾病を伴う重篤な事故等の重大事案については、直ち

に兵庫県を通じて国へ報告しなければならない。 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について、必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

（姫路市産後ケア事業実施要領の廃止） 

２ 姫路市産後ケア事業実施要領（平成２８年７月１日制定）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この要綱の施行の日前に前項の規定による廃止前の姫路市産後ケア事業実施要領 

 の規定に基づきなされた申請、承認その他の行為は、この要綱の規定によりなされ 

た申請、承認その他の行為とみなす。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にある要綱による改正前の様式（次項において「旧様式」 

いう。）により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものと

みなす。 

３ この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取

り繕って使用することができる。 



４ この要綱による改正後の様式第１１号の規定は、この要綱の施行の日以後に行う

サービスの利用に係る委託料の請求について適用し、同日前に行ったサービス利用

に係る委託料の請求については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の様式第１１号の規定は、この要綱の施行の日以後に行う 

サービスの利用に係る委託料の請求について適用し、同日前に行ったサービス利用

に係る委託料の請求については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の様式第９号から様式第１１号までの規定は、この要綱の

施行の日以後に行うサービスの利用に係る委託料の請求について適用し、同日前

に行ったサービス利用に係る委託料の請求については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にある要綱による改正前の様式（次項において「旧様式」 

いう。）により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものと

みなす。 

３ この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取

り繕って使用することができる。 

附 則 

（施行期日） 



１ この要綱は、令和６年１２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行日において、第３条に規定する改正前の対象者については、この

要綱による改正後は１年未満と読み替えるものとする。 

３ この要綱の施行の際現にある要綱による改正前の様式（次項において「旧様式」 

いう。）により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものと

みなす。 

４ この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取

り繕って使用することができる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年１２月１０日から施行し、同月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の第３条の規定は、令和６年１２月１日以後の申請に係る

産後ケア事業の実施について適用し、同日前の申請に係る産後ケア事業の実施につ

いては、なお従前の例による。 

３ この要綱の施行の際現にある要綱による改正前の様式（次項において「旧様式」

という。）により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるもの

とみなす。 

４ この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取

り繕って使用することができる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年５月２６日から施行し、同年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の姫路市産後ケア事業実施要綱の規定は、令和７年４月１

日以後に実施される産後ケアに係る負担金及び委託料ついて適用し、同日前に実施

された産後ケアに係る負担金及び委託料については、なお従前の例による。 



 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行し、同年同日から適用する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にある要綱による改正前の様式（次項において「旧様式」

という。）により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるも

のとみなす。 

３ この要綱の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取

り繕って使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１（第１０条関係） 

サ ー ビ ス の 種 類  

負担金  

一般世帯  

市 民 税 非 課 税 世 帯 及

び 生 活 保 護 世 帯  

宿 泊 型  １日当たり５，０００円  １ ， ０ ０ ０ 円  

通 所 型  １時間当たり５００円  ※  ０ 円  

訪 問 型  １時間当たり５００円  ※  ０ 円  

（※）通所型、及び訪問型は、事業者が設定した時間単位のサービス提供とし、延長

が必要な場合には、利用者に承諾を得た上で、 1 時間単位で実施するものとする

。 



別表第２（第１１条関係） 

サービス 

の種類  
契約額 

委託料 

一般世帯 

市民税非課税

世帯 

及び生活保護

世帯 

宿泊型  

基本額 

１日当たり 

３１，０００

円 

１日当たり 

２６，０００

円 

１日当たり 

３０，０００

円 

多胎加算 
１日当たり 

７，０００円 

多胎児の利用にあっては、２

人目以降の対象児１人につき

１日当たり７，０００円加算

する。 

要支援加算 
１日当たり 

７，０００円 

市が支援の必要性が高いと判

断した者を受け入れた場合に

１日当たり７，０００円加算

する。 

通所型 

基本額 
１時間当たり 

３，４００円 

１時間当たり 

２，９００円 

１時間当たり 

３，４００円 

多胎加算 
１時間当たり 

１，０００円 

多胎児の利用にあっては、２

人目以降の対象児１人につき

１時間当たり１，０００円加

算する 

要支援加算 
１時間当たり 

５００円 

市が支援の必要性が高いと判

断した者を受け入れた場合に

１時間当たり５００円加算す

る 



訪問型 

基本額 
１時間当たり 

５，０００円 

１時間当たり 

４，５００円 

１時間当たり 

５，０００円 

多胎加算 
１時間当たり 

１，０００円 

多胎児の利用にあっては、２

人目以降の対象児１人につき

１時間当たり１，０００円加

算する 

要支援加算 
１時間当たり 

１，０００円 

市が支援の必要性が高いと判

断した者を受け入れた場合に

１時間当たり１，０００円加

算する 
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